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伏古川融雪管運転管理業務 仕様書 

 

第１章 一般事項 

１ 役務の概要 

   本業務は、東区東苗穂２条２丁目に設置の投雪監視棟の投雪口に投入された雪を、

伏古川水再生プラザの処理水を利用した融雪管内で融雪する設備の運転操作・監視、

施設の維持管理を行うものである。また、伏古川水再生プラザ内雨水貯留管ポンプ

室（東区伏古８条１丁目）にて、し渣揚げ、場内運搬も行うものである。 

 

２ 履行場所 

(1)伏古川融雪管投雪監視棟        東区東苗穂２条２丁目 

(2)伏古川水再生プラザ雨水貯留管ポンプ室 東区伏古８条１丁目 

(3)伏古川融雪管中間ゲート室       東区東苗穂４条２丁目付近 

 

３ 履行期間 

   契約締結の日から令和６年３月 31 日まで 

 

４ 役務の仕様 

 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築

保全業務共通仕様書（令和５年版）」によるものとする。 

 

５ 運転管理期間（設定日数等） 

以下の「投雪利用対応期間」及び「投雪運転日数」については、降雪量、排雪

用ダンプトラックの運行状況等により変動する場合があるので、受託者は、委託

者からの投雪計画表に基づき投雪運転日数の変動に対応すること。 

なお、投雪計画表は、原則、投雪日の４日前には連絡するが、急な投雪の実施

など、計画の変更があった際にも運転管理に必要な人員を確実に配置すること。 

(1) 投雪利用対応期間は、概ね令和６年１月 10 日から３月 10 日までとする。（日

曜日を除く。） 

(2) 投雪運転管理日数は、昼間 30 日 夜間 20 日とする。  



(3) 投雪利用時間は、昼間９：00～18：00 夜間 21:00～６:00 までとする。 

(4) 勤務時間は、昼間８：30～18：30、夜間 20：30～６：30 とする。(休憩１時間

を含む。) 

(5) 日常点検日数は、原則として、日曜日を除く投雪利用期間中、毎日（52 日）

行うこととする。 

ただし、降雪の状況により日曜日に当該施設を稼働させた場合においては、日

常点検を行うものとする。 

(6) 週点検回数は、投雪利用期間内の９回とする。 

 

６ 履行体制 

(1) 業務責任者の配置 

     受託者は、直接雇用契約関係にある者の中から業務責任者を選定すること。 

(2) 資格者等の配置 

     受託者は、本業務の遂行に必要な次に適合する資格者等を１名以上 配置す

ること。 

   ア 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

  イ その他業務上で必要となる有資格者 

 

７ 業務の範囲 

   本業務の範囲は次号によるものとする。なお、詳細は第３章 業務の範囲に関す

る事項による。 

(1) 運転開始前準備作業 

(2) 融雪管の運転操作・監視業務 

(3) 施設の維持管理業務 

(4) 運転終了時作業 

(5) 緊急時対応 

(6) 関係箇所との連絡調整 

 

８ 安全衛生・安全対策 

  受託者は、労働安全衛生法に基づき、業務に従事する職員の労働安全衛生管理及



び教育を適切に行い、作業上の安全確保と事故防止に努めること。なお、次号につ

いては、特に注意すること。 

(1) 本業務は夜間作業・昼間作業または昼夜連続体制となるため、業務に従事す

る職員の労働環境・疲労などによる事故を未然に防止するよう十分留意するこ

と。 

(2) マンホール内作業または融雪管内等の槽内作業を行う場合、事前に槽内の換

気を十分に行い、酸素・硫化水素・可燃性ガス等の測定を行い、測定記録と作業

記録を整理し保存すること。なお基準値を満たしていない場合は、必要な措置

を講ずること。 

(3) 各作業における機器操作時は巻き込み・落下・交通安全・車両の駐車等に十分

注意をすること。特に融雪管内及びその上部で作業する際は、墜落制止用器具

の着用や工具等の落下防止対策を行うこと。 

 

９ 業務従事者の服装 

  業務に従事する職員の服装は、業務遂行のための適切なものとし、業務従事者で

あることが明確となるようにすること。 

 

10 諸官庁への手続 

  受託者は、業務の遂行に必要な諸官庁への手続きを委託者の承諾を得て適切に行

うこと。 

 

11 室内の清掃及び廃棄物の処理 

    操作室・機械室等の整理整頓に努め、廃棄物等を適切に処分すること。 

  



第２章 書類・報告書等の提出 

１ 業務計画書（契約後、速やかに提出すること） 

(1) 業務責任者等指定通知書（業務責任者に関わる経歴書、資格免許証写し、雇用

関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）） 

(2) 業務工程表 

(3) 緊急連絡体制表 

(4) 業務管理体制表 

(5) 資格者一覧表 

 

２ 業務の完了時に提出する書類 

 提出書類の様式・内容については事前に委託者に確認し、遺漏が無いよう留意す

ること。 

(1) 完了届 

(2) 業務日誌一式 

(3) 点検日誌（日常点検、週点検、定期点検、簡易故障修理、融雪開始前・終了時

点検、整備内容）一式 

(4) 写真類（運転管理、整備等記録写真ほか）一式 

(5) 故障・修繕履歴記録、施設内収納保管表、修繕要望・提案書 

(6) 酸素・硫化水素・可燃性ガス等の測定記録（写）一式 

(7) 委託者の指示による書類、その他必要な書類 一式 

 

３ その他 

   受託者は、前項１、２に示す書類・報告書等のほか、運用期間中を含め委託者よ

り指示のある書類提出を求められた場合は、これに従うこと。 

  



第３章 業務の範囲に関する事項 

   受託者は、次号に従い適切な運転操作・監視及び保守管理を行うこと。 

１ 運転開始前準備作業 

   受託者は、融雪管の投雪作業を開始する前に、次の事項及び別添１に基づく開始

前点検整備を行い、運転に支障の無いよう努めること。 

(1) 噴射装置（ノズル、ポンプ）の取り付けを行うこと。 

(2) 計装機器設備の立ち上げ、動作確認を行うこと。 

(3) 投雪開始日に合わせてヤード管理業者及び雪搬入作業関係者との事前打合を

十分に行い、安全対策のほか、効率的な運転方法について検討すること。 

(4) 安全・保安資機材の事前点検、動作確認等を行うこと。 

(5) 伏古川水再生プラザとの連絡調整を行うこと。 

(6) 車両台数計測装置の動作確認に立ち会うこと。なお、車両台数計測装置装置

の据付・動作試験は別途発注の業者が行う。 

 

２ 融雪管の運転操作・監視業務 

   操作に必要な各機器の取扱説明書・運転管理マニュアル（別添２、以下「マニュ

アル」という。）等に基づき、融雪管の運転操作及び監視に係る一切の業務を行う。 

(1) 中央監視棟における監視操作、記録 

(2) 投雪現場における操作・作業等、記録 

(3) 各種管理日報の作成と報告 

(4) 融雪管の利用期間中の運転操作・監視体制は、次に示す人員を配置すること。 

昼間の受入体制    ２人体制とする。 

    夜間の受入体制  ２人体制とする。 

(5) 中間ゲート前の雪塊状況によりゲート操作を行い、効率的な運転に努めるこ

と。 

(6) 融雪管等に付着する雪塊が水流の支障となる場合は、その状況により雪塊を

除去すること。 

(7) 点検及び故障等により、中間ゲート室に入る場合は、仮設の換気設備を設置

すること。 

(8) 伏古川水再生プラザ貯留管ポンプ室内にある、細目自動除塵機により引き揚



げられたし渣は、定期的に収集し指定の場所に保管すること。 

(9) その他、受託者は融雪管の稼働に伴って生じる場内の作業で、委託者の指示

するものについて実施すること。 

(10) 融雪管流出水の水質を把握する必要がある場合には、別途発注となる試料採

取作業について委託者の指示に従い協力すること。 

(11) 融雪管の清掃・点検作業は、別途発注（下水道河川局事業推進部発注）となる

ことから、本業務と別途発注業務との連絡調整を行い、業務に支障のないよう

に努めること。 

 

３ 施設の維持管理業務 

保守管理項目及び保守内容（別添１）に基づき、建物、建具、電気・機械設備に

係る一切の維持管理業務を行う。 

(1) 保守管理業務 

   ア 建物及び建具、電気、計装設備、機械設備、車両管理システムの日常点検、

週点検、定期点検、臨時点検、簡易故障修理、融雪開始前点検、融雪終了時

点検及び整備並びに報告を行う。 

なお、保守管理に必要な工具・試験機器等は受託者が用意するものとし、点

検や小修理等軽微な修繕に使用する消耗品類は受託者側の負担とする。 

   イ 保守管理の対象施設及び保守内容は、別添１に示すとおりとし、その周期

は以下のとおりとする。 

(ｱ) 日常点検      日１回 

(ｲ) 週点検       週１回 

(ｳ) 定期点検・保守   別添 1 による 

(ｴ) 運転開始前点検  １回 

(ｵ) 運転終了後点検  １回 

 なお、日常点検については、昼間・夜間の両方が運転・監視となる場合は、

どちらか片方で行うものとする。また、週点検は投雪の有無に関わらず、投

雪利用対応期間中は毎週、実施するものとする。 

(2) 清掃業務 

     屋内、屋外の清掃を行う。なお、施設内は常に整理整頓を心掛けること。 



(3) 除雪業務 

    監視棟玄関前など本業務の遂行に必要な部分の除雪を行う。 

 

４ 運転終了時作業 

受託者は、融雪管の投雪作業が完了し施設を休止する前に、次の事項及び別添１

に基づく終了時点検整備等を行い、次期運用に支障の無いよう努めること。 

(1) 各機器のマニュアル等に基づく停止操作 

(2) 投雪口部ほか各機器の清掃（詳細は別添１のとおり） 

(3) 噴射装置（ノズル、ポンプ）を取外し投雪口ゲート室に搬入し保管すること。 

(4) 管渠内に設置されているＩＴＶカメラは養生すること。 

(5) RFID 認証装置等は、１Ｆ電気室に保管すること。 

(6) その他、運転終了に必要な事項 

 

５ 緊急時対応 

      受託者は、融雪作業に重大な支障を及ぼす事故、故障等が発生した場合は、次号

に掲げる措置をとるものとする。 

(1) 全停電、部分停電、重要機器故障などにより、投雪作業が停止となる場合に

は、マニュアルの各異常時対応の各項に基づき、運転操作、応急処置、緊急連絡

を行うとともに、その復旧に努めること。 

(2) 水再生プラザの事故等により、処理水の供給が停止された場合は、マニュア

ルに基づく運転操作を行うとともに、事故状況を把握し、関係箇所及び委託者に

緊急連絡を行うこと。 

(3) 故障等で復旧が不可能な場合は、委託者と協議し、その指示に従うこと。 

(4) 委託者の要請により、点検または整備を行った場合は、それらの内容につい

て口頭及び書面で速やかに報告すること。 

 

６ 関係箇所との連絡調整 

受託者は、札幌市の道路設備課、雪対策室、関係区の維持管理課、排雪業者、創

成川水処理センター並びに伏古川水再生プラザほか関係機関との間で連絡を緊密

に保ち、作業の変更等の連絡調整を行うこと。 



第４章 その他 

１ 業務上の指示 

   伏古川融雪管の運転管理業務にあたり、業務遂行に必要となる事項について委託

者の指示がある場合は、その指示に従うこと。 

 

２ 費用負担等 

      電気料金（動力・電灯）、電話料金（備え付け１回線分）、水道料金は委託者が負

担する。 

 

３ 疑義の解釈 

(1) 本仕様書において疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議し決定する。 

(2) 諸事情により設計数量等に著しく変動があった場合は、契約書に示す事項の

ほか、委託者と受託者が協議し、円滑な執行ができるように努める。 

 

４ 委託者に対する損害賠償 

受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等は、一切受託者の責任により対

応すること。 

 

５ 再委託について 

   業務の「主たる部分（下記参照）」については、受託者はこれを再委託すること

はできない。 

(1) 総合的な業務履行計画及び進捗管理 

(2) 日常点検業務 

    前述の「主たる部分」以外については、専門業者等への再委託を可能とするが、

再委託する業務範囲及び選考する業者について、事前に委託者の承諾を得ること。 

     また、業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議、再委託業者の調

整・指導監督等の全ての面において主体的な役割を果たすこと。 

 

６ 環境に配慮した業務履行について 

(1) 本業務履行において、受託者は札幌市が運用している環境マネジメントシス



テムに準じ、環境負荷の低減に努めること。 

(2) 受託者はエコドライブの推進に努めること。アイドリングストップ、ふんわ

りアクセルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降

ろす等を心掛け、業務を実施すること。 

 

７ 個人情報の取り扱いについて 

 個人情報の取り扱いについては、別添特記事項によるものとする。 

 なお、事故報告書など、業務関係者以外の第三者の個人名・住所・連絡先が記載

された書類を提出する場合が特記事項による個人情報の取り扱いに該当するため、

そのような事象が発生した場合は、特記事項に従って対応すること。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添１ 保 守 管 理 項 目 及 び 保 守 内 容 
                                  （伏古川融雪管） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                

No.1 

No 
管 理 対 象 施 設 

（ 機 器 等 の 名 称 ） 
数 量 機   種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 （土木・建築）        

１ 建具（門扉、柵、外灯等） 17 箇所  － － － － － 

２ 建屋外回り  805 ㎡  － － － － － 

３ 
玄関、階段、階段室 

 

54 ㎡ 

(階段含む） 

 
整理整頓、清掃 

破損等異常の有無、 

清掃 
－ 

整理整頓、 

清掃状況の確認 

整理整頓、 

清掃状況の確認 

４ 
階段（１F、2F、B1F） 

 
 

－ － － 破損、漏水等異常の有無 
清掃状況の確認及び 

漏水の有無 

５ 電気室  1 箇所  室温 － － 破損、室温等異常の有無 破損、室温等異常の有無 

６ 
内部内壁 

(コンクリートブロック) 
510 ㎡ 

 
－ － － － － 

７ 機械室・監視通路 125 ㎡  整理整頓、清掃 － (計 2回)：床清掃 － － 

８ 監視室・控室 66 ㎡  同上 － － 破損等異常の有無 整理整頓、清掃状況の確認 

９ 便所・洗面所 13 ㎡  同上 － － 同上 同上 

10 
陸屋根（ルーフドレン含む）  

165 ㎡ 
 

－ － － 
破損等異常の有無、ゴミ

除去 

破損等異常の有無、ゴミ除

去 

         

          

         

         

         

         

         

         

         

 
 



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                               

No.2 

No 
管 理 対 象 施 設 

（ 機 器 等 の 名 称 ） 
数 量 機  種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 
（プラント機械設備） 

（投雪監視棟） 
 

 
     

11 投雪口ゲート １基 

鋼製ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ 3,000×

1,800 

揚程 3.1m  0.35kw 

目視点検、状態確認 － － 
作動確認、異常音・ 

振動等の確認 

作動確認、異常音・ 

振動等の確認 

12 投雪口スクリーン ２基 

4,000×4,000×250 45

0ﾋﾟｯﾁ 

SUS製 

同  上 － － 目視点検 目視点検 

13 投雪口シューター ２基 PL-9t SUS 製 同  上 － － 同    上  同  上 

14 噴射ノズル装置 ４個 
主口径 300φ×ﾉｽﾞﾙ口

径 100φ SUS 製 
同  上 － － 

作動確認、異常音・ 

振動等の確認 

作動確認、異常音・ 

振動等の確認 

15 噴射ノズル装置用ポンプ １台 

着脱式水中汚水ポンプ 

300A×8.4m3/m×4m×

15kw 

－ 
作動確認、異常音・ 

振動等の確認 
－ 同  上 同  上 

16 
投雪室用電動チェーンブロッ

ク 
１基 

電 動 ﾄ ﾛ ﾘ 式  0.49t 

0.9kw 
－ － － 作動確認 作動確認 

17 
噴射ポンプ用電動チェーンブ

ロック 
１基 電動ﾄﾛﾘ式 1t  1.7kw － － － 同  上 同  上 

18 
噴射ポンプ用手動チェーンブ

ロック 
１基 手動吊上げ 1ｔ － － － 同  上 同  上 

 
（プラント機械設備） 

（中間ゲート室） 
       

19 中間ゲート １基 

鋼製ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ 3,000×

3,000 

揚程 3.0m 0.63kw 

－ － － 作動確認 作動確認 

         

         

         

         

         

 



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                                                                  

No.3 

No 
管 理 対 象 施 設 

（ 機 器 等 の 名 称 ） 
数 量 機  種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 

（プラント機械設備） 

(伏古川処理場内 

雨水貯留ポンプ室） 

       

20 細目自動除塵機 １台 

ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ式前面掻揚前面 

降 下 型  0.945m3/h ×

1.5kw 

目視点検 － － 
作動確認、異常音・振動

確認  

作動確認、異常音・振動

確認 

21 貯留水返送ポンプ ４台 
吸込ｽｸﾘｭ－式 φ350 

12.6m3/m×20m×75kw 
－ 

作動確認、異常音・ 

振動等の確認 
－ 同  上 同  上 

22 手動排水弁 １個 蝶形 口径φ600 開度、漏水の確認 － － 開度、漏水の確認 開度、漏水の確認 

23 排水用電磁流量計 １個 口径φ600 O～60m3/m 指示状況、外観確認 － － 指示状況、外観確認 指示状況、外観確認 

24 電動排水弁 １個 蝶形 口径φ600 0.4kw  開度指示、漏水の確認 － － 
作動確認、開度指示、 

漏水確認 

作動確認、開度指示、 

漏水確認 

25 洗浄水弁   １個 蝶形 口径φ500  同  上 － － 開度、漏水の確認 開度、漏水の確認   

26 洗浄水用電磁流量計 １個 口径φ500 O～60m3/m 指示状況、外観確認 － － 指示状況、外観確認 指示状況、外観確認 

27 電動洗浄水弁 １個 蝶形 口径φ500 0.4kw 開度指示、漏水の確認 － － 
作動確認、開度指示、 

漏水確認 

作動確認、開度指示、 

漏水確認 

28 返送ポンプ用電動仕切弁 ４個 口径φ350 0.75kw  同  上 － － 同  上 同  上 

29 返送ポンプ用逆止弁 ４個 口径φ350 漏水の確認 － － 漏水の確認 漏水の確認 

30 チェーンブロック ２基 
電動ﾄﾛﾘ式 2.8t 巻上3kw 

横行 0.75kw 
－ － － 作動状況の確認 作動状況の確認 

31 しさ貯留搬送設備 １式 

SUS製  貯留 1m3×4台 

受け槽 0.5m3×1台 

搬送用 0.3m3×1 台 

－ － － 目視点検 目視点検 

         

         

         



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                              

No.4 

No 
管 理 対 象 施 設 

（ 機 器 等 の 名 称 ） 
数 量 機          種 

点検区分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 （暖房設備）(投雪監視棟）        

32 電気ヒーター    EH-1 ４台 
壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 200v 

2.5Kw 
作動状況の確認 － － 汚れ、作動状況の確認 作動状況の確認 

33 電気ヒーター    EH-2 １台 
壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 200v 

1.5Kw 
同  上 － － 同  上 同  上 

34 電気ヒーター    EH-3 １台 
壁掛ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ 100v 

0.5Kw 
同  上 － － 同  上 同  上 

 （換気設備）（投雪監視棟）        

35 空調換気扇   HEA-1 １台 
天 井 埋 込  100v  

161w 
－ － 

(計 1回)：異音、振動等

の確認、電流値測定 

（数値記載） 

－ － 

36 空調換気扇   HEA-2 １台 
天 井 埋 込  100v  

92w 
－ － 同  上 － － 

37 送風機 FS-1 １台 
軸 流 ﾗ ｲ ﾝ  200v 

0.27kw 
－ － 同  上 － － 

38 送風機 FS-2 １台 
軸 流 ﾗ ｲ ﾝ  200v 

0.27kw 
－ － 同  上 － － 

39 送風機 FE-1 １台 
軸 流 ﾗ ｲ ﾝ  200v 

0.27kw 
－ － 同  上 － － 

40 送風機 FE-2 １台 
軸 流 ﾗ ｲ ﾝ  200v 

0.27kw  
－ － 同  上 － － 

41 有圧換気扇 FE-3 ２台 
低 騒 音  200v  

0.2kw 
－ － 同  上 － － 

42 天井換気扇 FE-4 １台 天井埋込 100v 24w － － 同  上 － － 

43 天井換気扇 FE-5 １台 天井埋込 100v 13w － － 同  上 － － 

44 エアーフィルター １枚 ﾊﾟﾈﾙ形粗じん用 － － － 清掃 清掃 

 (排水設備)（投雪監視棟）        

45 排水ポンプ １台 
40 φ 100L/m 100v 

0.25kw 
－ 破損・異音等の確認 － 振動、異常音等の確認 振動、異常音等の確認 



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                                 

No.5 

№ 
管 理 対 象 施 設 

( 機 器 等 の 名 称 ) 
数 量 機 種 

点  検  区  分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 (衛生設備）(投雪監視棟）        

46 電気温水器 １台 床置き 20L 200v 2kw － － － 破損等異常の確認 水抜き 

47 洋風便器 １台 C910 － － － 同  上 同  上 

 〔ﾌﾟﾗﾝﾄ電気設備〕        

48 受電盤 1 面 

 
計器指示、表示灯、過熱、

異音、異臭、盤の損傷・ 

変形・汚損の有無の確認 

－ 

(計 1回)：年点検：盤外観、

内部確認、 

絶縁抵抗測定(数値記載）、 

接地抵抗測定(数値記載） 

－ － 

49 
受電制御盤 

(中間ｹﾞｰﾄ室) 
1 面 

 
同  上 － 同  上 － － 

50 動力制御盤(P-1) 1 面  同  上 － 同  上 － － 

51 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ盤(R-1) 1 面  同  上 － 同  上 － － 

52 電気ﾋｰﾀｰ盤(H-1) 1 面  同  上 － 同  上 － － 

53 ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 1 面 
 

同  上 － 同  上 － － 

54 補助継電器盤 1 面 
 

同  上 － 同  上 － － 

55 現場操作盤 3 面 
 表示灯、作動状況、 制御 

モードの確認 
－ 同  上 － － 

 〔中央監視制御設備〕        

56 PC(処理装置・ＵＰＳ1 台) 1 台 

 
作動状況、制御モードの 

確認 
－ 

(計 2回)：表示灯、過熱、

異音、異臭、外箱の損傷・

変形・汚損の有無の確認 

表示灯、過熱、異音、異臭、

損傷・変形・汚損の有無の

確認 

表示灯、過熱、異音、 

異臭、損傷・変形・汚損

の有無の確認 

57 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(CRT) 1 台  作動状況の確認 － － 同  上 同  上 

58 
ﾄﾞｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀ 

(ｱﾅｳﾝｽﾒﾝﾄ) 
1 台 

 
同  上 － － 同  上 同  上 

59 
ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ 

(帳票・ﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰ) 
1 台 

 
同  上 － － 同  上 同  上 

         

         

         



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                                 

No.6 

№ 
管 理 対 象 施 設 

( 機 器 等 の 名 称 ) 
数 量 機    種 

点  検  区  分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 終 了 時 点 検 

 〔車両台数計測装置〕        

60 ＵＰＳ 1 台  作動状況、外観の確認 － － 

表示灯、過熱、異音、 

異臭、損傷・変形・汚損

の有無の確認 

表示灯、過熱、異音、

異臭、損傷・変形・ 

汚損の有無の確認 

61 PC(処理装置) 1 台  同  上 － － 外観、作動確認 外観、作動確認 

62 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(TFT) 1 台  同  上 － － 同  上 同  上 

63 ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ(帳票) 1 台  同  上 － － 同  上 同  上 

64 RFID 認証装置及び表示灯 1 台  同  上 － － 同  上 同  上 

 〔ＩＴＶ設備〕        

65 カラーカメラ 3 台 照明設備 2 台 作動状況の確認 － － 
作動状況、外箱の損傷・

変形・汚損の有無の確認 
－ 

66 カラーモニタ 1 台  同  上 － － 
作動状況、損傷・汚損の

有無の確認 
－ 

67 カメラコントローラー 1 台 
カメラ制御部 

音声制御部 
同  上 － － 

表示灯、過熱、異音、 

異臭、損傷・変形・汚損

の有無、作動状況の確認 

－ 

68 
カラーカメラ 

(中間ゲート室) 
1 台 照明設備 1 台 同  上 － － 

作動状況(電動昇降装置

を含む)、外箱の損傷・変

形・汚損の有無の確認 

－ 

69 
カラーカメラ 

(雨水貯留ﾎﾟﾝﾌﾟ施設) 
1 台 照明設備 1 台 同  上 － － 

作動状況、外箱の損傷・

変形・汚損の有無の確認 
－ 

70 LAN 用 SPD 8 台  同  上 － － 同  上 － 

80 スイッチングハブ 1 台  同  上 － － 同  上 － 

81 拡声装置 1 式 

ｱﾝﾌﾟ（放送･ﾏｲｸ） 

1 台 

放送ｱﾝﾌﾟ 2 台 

ﾏｲｸｱﾝﾌﾟ 2 台 

ﾏｲｸﾛﾎﾝ 3 台 

ｽﾋﾟｰｶｰ 3 台 

同  上 － － 同  上 － 

         

         

 



伏古川融雪管保守管理項目 
                                                                 

No.7 

№ 
管 理 対 象 施 設 

( 機 器 等 の 名 称 ) 
数 量 機  種 

点  検  区  分 

日 常 点 検 週 点 検 定 期 点 検 運 転 開 始 前 点 検 運 転 開 始 前 点 検 

 〔建築設備〕        

82 
電灯分電盤 

(電灯監視盤) 
1 面 

 表示灯、過熱、異音、異臭、

盤の損傷・変形・汚損の 

有無の確認 
－ 

(計 1 回)：表示灯、過熱、

異音、異臭、盤の損傷・ 

変形・汚損の有無の確認 
－ － 

83 屋内照明器具 

49 台 

(床面積

690 ㎡) 

 

点灯状態の確認 － － 
異音、汚損・損傷・腐食、

点灯状況の確認 

異音、汚損・損傷・腐食、

点灯状況の確認 

84 外    灯 3 基  同  上 － － 同 上 同 上 

85 火災報知設備 1 式  
汚れ、点灯状況の確認 － － 目 視 目 視 

86 電話設備 1 式  作動状況の確認 － － 作動状況の確認 作動状況の確認 

87 防犯設備 1 式 
増幅器 1台 

ｽﾋﾟｰｶｰ 9 台 
汚れ、点灯状況の確認 － (計 2回)：作動試験の実施 － － 

88 
照明器具 

(中間ｹﾞｰﾄ室) 
7 台 

 
－ － － 

異音、汚損・損傷・腐食、

点灯状況の確認 

異音、汚損・損傷・腐食、

点灯状況の確認 

89 配管 122ｍ 
 

－ － 
(計 1 回)：破損等異常の 

有無 
－ － 

90 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ 2 台 
 

－ 
作動確認、破損等異常の 

有無、グリスアップ 
－ 

作動確認、破損等異常の 

有無 

作動確認、破損等異常の

有無 

         

         

         

         

   
 

     

   
 

     

         

         

 






















